
公立大学法人下関市立大学内部監査規程 

平成 30 年 3 月 23 日 

規 程 第 4 号 

改正 令和 3 年 3 月 31 日規程第 44 号 

令和 4 年 6 月 29 日規程第 18 号 

公立大学法人下関市立大学内部監査規程（平成１９年規程第１０４号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人下関市立大学業務方法書（平成３０年３月１６日

認可）第２５条の規定に基づき、内部監査を担当する組織を設置し、内部監査に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（内部監査の目的） 

第２条 内部監査は、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、

合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・

評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行う監査業務及び特定の経営諸

活動の支援を行うことを目的とする。 

（内部監査担当部署） 

第３条 内部監査担当部署は、経営企画部とする。ただし、事務及び保管業務に限る

ものとする。 

（内部監査人） 

第４条 内部監査を実施するため、法人に内部監査人を置く。 

２ 前項の内部監査人は、理事のうちから、理事長が任命する。 

（監査の対象） 

第５条 内部監査人は、法人の業務監査及び会計監査を行う。 

２ 前項の業務監査は、教職員の業務執行を監査するものであり、次に掲げる事項を

監査の対象とする。 

(1) 各種会議、委員会等の進捗状況、議事録の保管状況 

(2) 教職員の法令遵守体制、リスク管理体制などの内部統制システムの的確な維持

運営 

(3) 法人財産管理の状況 

３ 第１項に規定する会計監査は、会計情報の適正性及び信頼性を確保するため、次

に掲げる事項を監査の対象とする。 

(1) 職員が財務諸表等の決算書類（以下｢決算報告書｣という。）の作成及び報告す

るための、必要かつ適切な経理事務処理体制の運営状況 

(2) 法人が決算報告書を作成するに当たり採用する会計方針及び表示方法等 



（内部監査人の責務） 

第６条 内部監査人は、教職員から提出された報告資料の検証、法人の業務及び財産

の状況に関する調査等を行い、教職員に対する助言又は勧告等の意見表明など、必

要な措置を適宜に講じなければならない。 

２ 内部監査人は、監査意見を形成するにあたり、事実を検証し、必要に応じて監事

の意見を徴し、判断の合理的根拠を求め、その適正性の確保に努めなければならな

い。 

３ 内部監査人は、その職務の遂行上知り得た情報に関しては守秘義務を負うものと

する。 

（監査の区分） 

第７条 監査の区分は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 定期監査 次条に規定する内部監査計画に基づき、業務監査にあっては毎年度

１回、会計監査にあっては四半期ごと及び毎年度決算時に行う監査とする。 

(2) 臨時監査 理事長が必要と認めたときに行う監査とする。 

（監査計画） 

第８条 内部監査人は、毎年度初めに内部監査計画書を作成し、速やかに理事長に提

出するものとする。ただし、臨時監査については、この限りでない。 

（内部監査の実施） 

第９条 内部監査は、書面監査及び実地監査により行う。 

２ 内部監査人は、監査実施前に被監査部局に対し、監査実施通知書を提出するもの

とし、必要に応じ、教職員に対して質問し、説明及び資料の提出を求めることがで

きる。 

３ 役員及び職員は、監査の事務補助に従事する職員が行う監査に協力しなければな

らない。 

４ 内部監査人は、法人の監査を効率的かつ円滑に執行するために、適宜に理事長及

び監事と協議を行うものとする。 

５ 内部監査人は、監査を実施するに当たり、法人における業務の円滑な実施及び研

究の自主性に配慮するものとする。 

（監査の事務補助） 

第１０条 内部監査人は、経営企画部の職員に監査に関する事務を補助させることが

できる。 

２ 内部監査人は、必要と認めるときは、理事長の承認を受けて、前項の職員以外の

職員に臨時に監査の事務を補助させることができる。 

３ 内部監査人の監査を補助する職員は、監査の実施に当たり知り得た事項を漏らし

てはならない。 



（監査結果報告書の作成等） 

第１１条 内部監査人は、定期監査及び臨時監査の監査結果に基づき、その被監査部

局及び監査事項を記載した報告書（以下「監査結果報告書」という。）を作成し、

監査実施後速やかに理事長に提出しなければならない。 

（改善措置等） 

第１２条 被監査部局は、監査結果報告書に基づき改善すべき事項がある場合は、速

やかに改善措置を講じ、その結果を内部監査人に報告しなければならない。 

２ 内部監査人は、監査結果報告書に記載した事項に対する改善措置状況を理事長に

報告するものとする。 

（監事への報告） 

第１３条 内部監査人は、内部監査実施後、監事に報告しなければならない。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和 3 年 3 月 31 日規程第 44 号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和 4 年 6 月 29 日規程第 18 号） 

この規程は、令和４年７月１日から施行する。 




